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大変お待たせいたしました。それでは、診療報酬改定に関するアドレクを開始したいと思います。 

本日はお集まりいただき、ありがとうございます。 

今回、開催させていただきましたのは、明後日、７日の 10 時から中医協ありますが、 

そこで答申が行われる予定とされておりまして、事前に答申の内容、点数が入ったものを皆さま方に

ご説明させていただく機会を設けたいと考えたからでございます。 

 本日お配りしている資料は、まず「個別改定項目について」という冊子ございますが、 

 いわゆる「短冊」について、点数を入れ込んだものになってございます。 

 

 それから、本日主に説明させていただく内容として、 

「令和２年度診療報酬改定の概要（暫定版）」とございますが、 

 改定の内容を、主なものについてポンチ絵のかたちにしているものでございます。 
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 そして、もう１つ、束がございますが、「症例集」ということで、 

 仮に今回の改定を行った際に、例えばこういった症例について、どのように変わるのか 

というところを幾つか記載させていただいたところでございます。 

 

 この資料に沿って、ご説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では課長、お願いいたします。 
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 はい。なんか、「網羅的に説明しなくてよい」ということなので、 

 私がしゃべりたい所を中心にしゃべらせていただければありがたいなというふうに思います。 

 

http://chuikyo.news/


 

5 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

6 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

http://chuikyo.news/


 

7 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

8 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

http://chuikyo.news/


 

9 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

 

 

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

10 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

http://chuikyo.news/


 

11 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

 

 まず、最初の所なんですが、 

医師の働き方改革の推進の中で一番注目されていると思われる８ページの所ですね。 

 

 「地域の救急医療体制において重要な機能を担う医療機関に対する評価」という所でございまして、 

 これは「地域医療体制確保加算」520 点を付けさせていただいておりまして、 

 これは、いわゆる（消費税財源を活用した救急病院における勤務医の働き方改革への特例的な対応の） 

改定率 0.08 の財源のものでございまして、そこを盛り込んでいるものでございます。 

 

 基本的には施設基準、そこにありますように、年間 2,000 件以上の救急の実施、 

 それから病院勤務医の負担軽減および処遇の改善に資する体制、 

 これを取っていることということでございまして、 

前回、（１月 29日の中医協総会で診療側の松本吉郎委員・日本医師会常任理事から） 

質問もありましたけれども、 

 医政局のほうで、いろいろ働き方の話が進んでおります。 

 そうしますと、若干、変わることもあるだろうという、 

もしかすると「新たなモデル」が出る可能性があるかもしれませんが、 

その要件としては、それに合わせたかたちで計画の内容ですとか、 

 「それが変われば変わる」ということで、こちらとしては対応していきたいというふうに思ってます。 
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 あともう１つは、「2,000 台から 1,000 台の病院に関してははどうなんですか」っていう話については、 

 ここは基金で対応するということで、中医協でも議論になったかと思います。 

 

 ここ、１つあれなんですが、時々誤解があるのであれですが、 

 これは同じ病院で基金も報酬も受け取るということはできません。 

 ですので、どちらか１つということになる……。 

 「どちらか」じゃなくて、2,000 台以上の人はこちら、2,000 台から 1,000 台については基金 

というふうになります。 

はい、（地域医療体制確保加算については）以上でございます。 

 

続きまして、ポイントというところで 11ページ目の所でございます。 
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 これももう、しゃべりたい所だけということになるんですが、 

 常勤配置や専従要件の見直しというのも、今回、かなり徹底してやらせていただいております。 

 

 その中で１つは、前回、週３日以上、かつ週 24時間以上勤務を行っている 

複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能としたんですが、これに関しては、 

医療機関の今の１日の就業時間というのが８時間より少ない所が結構あるということで、 

 そうしますと、「週３日」じゃなくて「週４日」働かないと、この組み合わせにならないということで、 

 「全然緩和になってないところがあるよ」というご指摘等を受けまして、 

 今回は週に「３日以上、かつ週 22時間以上」ということで変えております。 

 できるだけ柔軟な働き方を推進するということで、 

そういう見直しをさせていただいておるというところでございます。 
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 続きまして、13 ページ目の所は、重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担の軽減ということで、 

 非常に、根拠となる記録を不要とするというところでございます。 

 

 これは看護師さんの事務的な負担の、 

 心理的にも、かなり、相当負担だったというところで、 

アンケート結果、調査結果でも相当出てるところでございまして、 

ここをチェック式にしてですね、 

さらに研修ですとか、そういうものを見直すということで、実際の現場の看護師さんの負担を減らす。 

 

 時間的には、そんなに大したことないと書いてあるんですが、 

実際は相当、精神的な負担が高かったところを減らすというところで、 

今回、見直したところでございます。 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

18 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

http://chuikyo.news/


 

19 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

 

 次に 15 コマ目が、タスク・シフティング、タスク・シェアリングの所でございますが、 

 特に医師事務作業補助者の配置の評価の充実ということで、 

 今回は、確かに医師の働き方改革ということで、 

「2,000 台以上の結構大きい病院を中心としたかたちの評価が多いのかな」 

ということで誤解を受けているところがありますが、 

 今回に関しては、この医師事務作業補助者の対象医療機関、対象となる入院料を、 

大幅に拡大をしております。 

 回復期リハビリテーション病棟も地域包括ケア病棟も、それから療養病棟等も、 

全部対象としております。 

 有床診も対象ということで、かなり裾野を広げるということと、 

点数を引き上げているということでございます。  

 もう１つは、看護補助者の関係でございます。 

 これは医療経済実態調査の中でもですね、看護補助者の給料、 

これは上がってるにもかかわらず、採用ができていないという状況がございました。 

 確かに財源に制約があるので、そんなに大きく伸びたかどうかって、ちょっとあれですけれども、 

 こちらとしては、できる限り、ここについては引き上げて、 

看護師さんの採用ができるよう、引き上げたというつもりでございます。 
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 それから、16コマ目の所はタスク・シェアリングというところで、 

 ある意味、象徴的ではございますけれども、 

特定行為研修、修了した方、看護師さんに一部、医師の医療行為に係る部分に関して、 

お任せするということをきちんと評価する仕組みができたというところでございまして、 

麻酔管理料（Ⅱ）がそのまま提出できるよ、ということでございます。 
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 あとはですね、「特に」ということでいきますと、 

 えーっとですね……。 

  

 20 ページ目のコマの所でございます。 

 効率化・合理化の中でも、特に「情報通信機器を用いたカンファレンスの推進」 

という所でございます。 

  

 これまでですね、特に医療機関から見たときに、そういうウェブ会議だとかですね、 

そういうのが、それほど身近なものでなかった時代から、だんだん日常的になってくる中でですね、 

 「やむを得ない場合に限り、ＩＣＴ利用可」といった状況から、 

 今回は、「日常的に活用していただきたい」というところもありまして、 

 要件を見直しして、かなりのカンファレンス料とか共同指導料等に関しては見直しをして、 

 日常的にウェブ等での会議、指導というのを入れ込んでおります。 

 ここに関しては、医療機関の中でのＩＣＴの、 

「活用をする」という意味での評価、見直しだというふうに考えておるところでございます。 
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 続きまして、あとは 28コマ目の所でございます。 

あんまり注目はされていなかったと思うんですけど、 

「かかりつけ医と他の医療機関との連携の強化」ということで、 

診療情報提供料（Ⅲ）という所でございます。 

 

 基本的には、「かかりつけ医の機能」と言ったときに、 

何か、その方自身を評価するということが特に多かったわけなんですけれども、 

 基本的に、この情報提供料（Ⅲ）というのは、 

 これまで情報提供というのは患者を紹介して、 

 そのときに併せて情報を持っていってねっていう情報提供料というのが評価だったわけなんですが、 

 

 これは、要するに患者さんがですね、 

いろんな所に、複数の医療機関にかかることは当然としてもですね、 

 主治医の方が、ちゃんとその情報をしっかりもらう。 

 

 そのために必要な情報提供料（Ⅲ）、要するに返していただく。 

 そのために、ちゃんと診療報酬でも裏付けを取る、つくるという意味で、 

この情報提供料（Ⅲ）ということは、われわれとしては意味付けがあるというふうに考えてます。 
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 情報をしっかり、かかりつけ医の先生が、しっかり集約をしていく。 

 そのために、情報を提供していただくための裏付けとなる報酬をつくる 

という意味での情報提供料（Ⅲ）ということでございまして、 

 そういうふうに思ってるということで、 

少し付け加えさせていただきたいというふうに思ってます。 
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 それから精神の関係、31 コマ目はですね、精神医療の全体図になってますので、 

ちょっとこれを参考に見ていただければと思います。 

 

 精神に関しては、今回、中医協で一回、議論あったんですが、 

 全体像がなかなか見にくい構成になっておりましたので、 

 今回、31コマ目に精神医療に関して、どういうことを目指していたのか 

ということが分かるように書いてます。 

  

 １つは、入院から外来、在宅という矢印の中でですね、 

まずは要するに質の高い医療を進めるという意味では、クロザビンですとか、 

新しくはないんですが、効くと言われている薬をしっかり使っていただく。 

そういう環境を整えるということを、１つ今回、柱に立ててます。 

 

 ですので、クロザビンの使用実績等をですね、評価の基準に入れ込む 

といったようなこともさせていただいてますし、 

 ＬＡＩについてもですね、入院中に使えるといったようなことも入れ込んでます。 
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 その上で、地域移行に結び付けるという意味で、 

 一般にはあったんですが、なぜか精神にはなかった「共同指導」という部分を入れ込んで、 

新しく点数を付けて、 

 外来で、きちんとその患者さんを引き受けて診ていただく部分をしっかり評価するということで、 

一連の流れをつくりたいというふうに考えておるところでございます。 

 

 個別指導については、またあとでだと思います。 

それぞれ、いろいろ課題を解決するということだと思います。 

 この 31 ページの図、すごく見ていただければなというふうに思います。 
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 あとですね、あとは 39コマ目の所でございます。 

「治療と仕事の両立に向けた支援の充実」という所でございます。 

 30 年の改定、前回の改定でですね、まさに治療と仕事の両立の支援ということで、 

非常に期待された点数だったんですが、算定回数が非常に少なかったと。 

 要するに、どういう、どこのタイミングで取ればいいのか、 

何をすれば、何を評価したのかが、ちょっと見えなかったということで、 

医療機関も算定しづらかったんだろうというふうに思っております。 

 この仕組みをスリム化してですね、明確化して、 

何を評価するかということが分かるようなかたちに構成を変えております。 

 ということでですね、ぜひ使っていただきたいと思いますし、 

 対象疾患も増やしてますし、 

あと対象となる事業所についても、産業医以外の方でも、 

きちんと対応できる方がいらっしゃるんであれば広げるということで、対象を拡大しております。 

 ぜひ、活用していただきたいなという思いが入っております。 

  

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

46 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

http://chuikyo.news/


 

47 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

48 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

http://chuikyo.news/


 

49 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

 

 

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

50 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

http://chuikyo.news/


 

51 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

52 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

 それからですね、あとは認知症ケア加算の関係でございます。46 コマ目でございます。 

 認知症の対策ということで、ここに書いておりますけれども、 

 基本的には、これは中医協の議論をお聞きであればですね、やはり認知症を、まあ……、 

 認知症の患者というよりは、認知症を属性として持って、 

医療の治療が、医療としての治療が必要な患者さん、 

これを病院等で、どう対応していくのかということが１つの隠れた課題だったかと思います。 

 それが、急性期一般入院料の指標をどうするかということにもつながったかと思います。 

 ただ、基本的には私どもとしては、認知症を、要するに持ってらっしゃる患者さんが、 

ちゃんとした一般急性期の病院でもしっかり受けれることは、これは必要だというふうに思ってます。 

 そういう意味で、この認知症ケア加算については、 

ちょっと手厚く３段階にして引き上げるということをやりたいというふうに思ってました。 

 ですので、そういうかたちで認知症の患者さんに対しての充実した、 

 要するにケアというのは必要だと思ってますし、専門的な介入というのは、当然、必要だろう 

というふうに思ってます。 

 その上で、一般の急性期というのは、また別の指標で見るというふうに考えてる 

ということでございます。 
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 それから、あとですが、あまり話題になってませんが、 

49ページが「発達障害に対する支援の充実」というところでございまして、 

 

 発達障害の関係は、「第１ラウンド」からも相当、議論になっておりましたけれども、 

 基本的には診断に関しては、事業として、施策として障害部が診断、支援、速やかな診断というか、 

診断は続いてるというような状況に関しては、事業が進んでます。 

 

 基本的には、発達障害の患者さんに関して、どのような支援ができるかといって、 

考えた中で、今回、公認心理師が実施する場合の小児特定疾患カウンセリングというのをつくった 

ということでございます。 

 

 公認心理師に関しては、国家資格になってからですね、今回……、 

 としての国家試験が始まって、認定が始まってから初めての診療報酬改定ということで、 

 今回は、この公認心理師の場合として、 

小児特定疾患カウンセリングに１項目、入ったということでございます。 
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 あとは、えーとですね……。 

 あと、ニコチン依存症管理料の関係です。59 コマ目でございますが。 

  

 これはちょっと診療報酬としては、少し新しい話では、試みになると思いますが、 

 依存症管理料について、情報通信機器を用いた場合とか、加熱式たばこを導入するとかあるんですが、 

 

 報酬のかたちとして、初回から５回までの一連のニコチン依存症治療に係る評価を新設することで、 

 これは、いわゆる患者さんと相談の上ですね、１回ごとに支払う方式を採ってもいいし、 

 まとめて５回分、払ってもいいですよという点数の仕組みを入れ込んでおります。 

 

 外来としての、ある意味、包括、一括払いの仕組みをちょっと入れておりますので、 

 そういう意味では新しい試みであるというふうに思っております。 
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 それから、63コマ目のですね、「総合入院体制加算の見直し」という所でございます。 

 これは、総合入院体制加算自身の見直しというよりは、 

地域医療構想調整会議との関わりとして考えていただければと思っております。 

 

 「第１ラウンド」でも、相当、 

地域医療構想（調整）会議と診療報酬の関係というのは言われておりましたが、 

 当時は「寄り添うのか」、「寄り添いながら後押しするのか」という議論があって、 

 じゃあ、それ具体化したときにどうするかというところで、 

われわれも悩みながら出てきたものでございまして。 

 

 基本的には地域の中で、地域医療構想（調整）会議で合意を得た場合に限って、 

 小児科、産科・産婦人科の標榜および当該診療科に係る入院医療の提供を行っていなくても、 

施設基準を満たしているものとするというかたちを採ることとさせていただきました。 

 

 基本的には、その地域の事情に応じたかたちで、ある意味、病院の評価を行うというのを、 

少しここで入れているということかと思います。 

 そういう意味では一歩、「寄り添う」ことから一歩、踏み込んでいる部分だというふうに思います。 
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 続いて 64コマ目の所が、まさに先ほどの 

「急性期入院医療の適切な評価の推進」というところでございます。 

 これは今回の診療報酬の中で、前回、７段階の急性期の入院料がありましたが、 

１から４までが、それぞれ基準が１％ずつしか差がなかったという中で、これは、どういうふうに、 

この評価の基準を持ってくるかということが１つ、大きな課題でございました。 

 それを、まずは先ほど言ったようなＢの 14、15に該当する、 

「Ａ得点１点以上、Ｂ得点３点以上」の基準というものについては除外をしますけれども、 

 入院医療に……、 

 重症の項目と考えられる 90％以上、入院で実施されている手術とか検査、 

それから評価対象日数というのを延ばすといったようなかたちで項目を、見直しをして、 

シミュレーションして、その数値を出していくということを今回やらせていただいて、 

 まあ、評価のパーセントが上がった、下がったというよりは、 

この１・２・３・４の間が空いたと、きちんと空いて評価するということができた。 

 要するに、いわゆる入院の患者の状態に応じた評価をしていきますよということを、 

 今回、ある程度、具体化したというふうに考えておるところでございます。 
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 で、あとですね、ご紹介というか、少しあれですが、 

地域包括ケア病棟と回復期リハビリテーション病棟等でございますが、 

 これもそれぞれの役割に応じた、 

 

 67、68（コマ目）ですが、 

病棟が持つ役割というものに着目して、いろいろ数字等を検討した結果、 

 今回、実績要件ですとか、施設基準等の見直しをさせていただいております。 

  

 おそらく今後、これをもう一回、検証したりなんかしながら、 

 この見直しを評価することになるだろうというふうに思いますが、 

 役割に応じたかたちでの評価というのは進めたということだと思っております。 

 

 

 

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

74 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

http://chuikyo.news/


 

75 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

76 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

http://chuikyo.news/


 

77 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

78 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

 それから、医療資源の少ない地域の話、これはちょっとマイナーな話なんですが、 

72コマ目でございます。 

 診療報酬は全国一律ではありますけれども、 

いろんな地域に配慮する必要は出てくると思っておりますが、 

 特に医療資源の少ない地域に配慮した評価と、それから地域の見直しというのを今回、やらせて、 

 新しいデータに基づいてやらせていただいております。 

 で、新しい地域というのが出ておりますが、これ、なにぶん、 

医療資源の少ない地域というのは相対評価というものになっておりますので、 

 今回、医療資源の少ない地域から外れた地域というのをよく見てみるとですね、 

 別に医療資源が増えて、今回、外れたわけじゃなくて、人口が減って、 

 ほとんどの場合は人口が減ってとか、地域の区分が見直されて、 

 医療資源の少ない地域から、医療資源がそこそこの地域になったということでございますので。 

 そういう意味では、今回、経過措置で、もう２年、延ばさせていただいてますが、 

 地域によって、相当、状況が、かなり短期間で変わってきてるということが、 

ここにもちょっと表れてるだろうなというふうに思っております。 
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 それから、あとは 75 ページでございますが、 

 新しく医学管理料ということで、「婦人科特定疾患に対する継続的な医学管理の評価」ということで、 

 器質性の月経困難症を有する患者さんに対しての医学的な評価ということでございまして、 

 これも「第１ラウンド」の時にですね、 

20代、30 代、40 代の女性が通ってらっしゃる疾患としてはですね、 

 いろいろ挙がってはいるんですが、 

あそこに、中医協資料としては、そこまで挙がってきてませんけれども、 

 婦人科の疾患で、結構、通院されているという実態が出てきておりました。 

 そういう意味で、そこに手当がほとんどなかった部分に関して、手当てできたのかな 

というふうに思っておるところでございます。 
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 それから、あとは訪問看護に関してでございますけれども、 

 １つは、機能強化型の訪問看護ステーション、これを支援するという意味で、 

人員配置の要件をしっかり見直しできたというふうに思ってます。 

 

 要件の緩和と同時に、理学療法士の関係もあって、 

看護職員が６割以上という要件と入れることになりました。 
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 もう１つ、次にあります 79 コマ目の所でございますが、 

「医療機関における質の高い訪問看護の評価」というところでございます。 

 これですね、単に「医療機関の訪問看護を評価した」という話ではございませんで、 

 医療機関と、ステーション……。 

 

 「ステーションではなく医療機関に比重を置いた」とか、そういう話ではありませんで、 

 基本的には、医療機関から専門的な訪問看護をやることによって 

訪問看護ステーションを支えていくという意味合いもありまして、 

 医療機関における訪問看護に係る加算を設置したというふうに考えておりまして、 

 そこを、ぜひ理解いただければなというふうに思っております。 
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 あとが「入退院支援の取組の推進」ということで、 

 30 年に入院の支援加算というのができて、それを推進していくというのがあったんですが、 

 やはり、さらに今度は「入院の質を上げる」という視点で、 

 この入院前にまとめてやった場合に評価ということでございまして、 

 これは、また検証なりなんなりで、どういう効果が出たのかということが分かるかと思いますが、 

 質をできれば上げるための意味で、この評価を上げたというふうに考えておるところでございます。 

 あとは……。 

  

 そういうものでございました。  

 （86～88 コマ目の）薬は薬で、ちょっと、（薬剤管理官から）説明していただけると思います。 
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 あと、もう１つは、新しく技術の関係では幾つかありますが、 

 91 コマ目の「遺伝性乳がん卵巣がん症候群に対する治療等の評価」ということでございます。 

 

 これは、これの既発症の方に対する遺伝子検査だとかカウンセリング、 

乳房切除等についての評価ということでございますが、 

 

 基本的には一連の治療、それから切除しない場合のフォローアップ検査、 

 ここもすごく大事だと思うんですが、 

そこも含めて、しっかり明確化して入れることができたということも、 

１つ、今回、大きな柱になるかというふうに思っております。 

  

あとは……。 

 だいたい、私からは、だいたい、以上でございます。 

 あとは歯科、調剤、よろしくお願いします。 
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 それでは、歯科のほうから説明をさせていただきます。 

 106 ページからご説明いたします。 

http://chuikyo.news/


 

113 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

 

 107 ページに、 

「患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現」ということで、 

 ピックアップさせていただいているのが、 

歯科診療の「重症化予防の取組（の推進）」ということで挙げさせていただいております。 
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 ２点ございまして、108 ページ目、「歯科疾患管理料の見直し」でございます。 

 現在、歯科疾患管理料、１回目から 100 点、２回目 100 点ということで、 

 月１回、算定できるようなかたちの点数になってございますが、 

 １回目を少し評価を見直しということで、右側、見ていただくと、 

改定後、１回目の歯科疾患管理料については 100 分の 80というように、 

評価を少し見直しをさせていただきます。 

  

 一方で、初回のものは少し軽く、少なめに評価させていただきますけれども、 

 「新」と書かせていただいておりますが、「注 12」長期管理といたしまして、 

 ６カ月以上、継続して管理をした場合について長期管理加算として新たな評価を立ち上げております。 

 

 こちらについては、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所（か強診）の場合には 120 点、 

 それ以外の歯科診療所については 101 点（ママ）、毎月算定できるということになっております。 
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 めくっていただいて 109 ページ目ですけれども、「歯周病重症化予防の推進」といたしまして、 

 

 これまで歯周病に関しましては、 

一定程度、進行した歯周病の方に対しての包括治療しか保険の中では見ておりませんでしたけれども、 

 このたび、少し症状の軽い方についても重症化しないように、 

パッケージで包括した治療で見ていこうということにしております。 

 

 こちらについては、歯の本数によって点数に重みづけをしてございます。 
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 めくっていただいて、最後、111 ページ目でございますけれども、 

 「歯科外来診療における院内感染防止対策の推進」ということで、 

 

 こちら、平成 30 年の診療報酬改定の際に、新たにできた届出になってございますけれども、 

 これに、さらに歯科外来診療における院内感染防止対策を充実させるという観点から、 

 実際に診療所で器具の洗浄とか滅菌とか、 

 具体的に行って、 

 直接的に行ってらっしゃる方々に対して、全ての職員に対して、 

 院内感染の防止対策に関する職員研修を行っていただくということを要件とした上で、 

 初診料と再診料について見直すということにしてございます。 

 

 歯科については、以上です。 
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 続いて、調剤でございます。 

114 ページ目に、今回の改定のポイントということで書いてございます。 

 

 大きく、項目としては２つございまして、「かかりつけ機能の評価」というところ、 

 それから「対物業務から対人業務への構造的な転換」の推進というところがあるかと思っております。 

  

 

 

http://chuikyo.news/


 

121 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

122 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

 

 具体的な項目、幾つかご紹介しますと、116 ページ目でございますが、 

 「地域医療に貢献する薬局の評価」ということで、 

 地域支援体制加算についてですね、地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価とする観点から、 

 実績要件、それから評価を見直すということでございまして、 

 調剤基本料１を算定している保険薬局については、 

在宅の実績を年１回でよかったのが、12回以上というようなかたちで評価した上で、 

 さらに④または⑤を満たすというかたちで、要件を厳しくしている。 

  

 一方、調剤基本料１以外を算定している薬局につきましては、 

 麻薬のところですね。麻薬管理指導加算ということではなくて、調剤の実績で…… 

 というふうにした上でですね、 

 要件を１つ加えて、９分の８といったようなかたちで合理化をするということでございます。 
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 117 ページ目でございますけれども、「対人業務の評価の充実」ということで、少し紹介しています。 

 １つは、「重複投薬解消に対する取組の評価」ということで、 

 イメージとしてはですね、国保を中心に保険者がレセプトを分析してですね、いろんな医療機関に、 

この薬局で処方調剤を受けてる患者さんに対して、もしかすると、これとこれが重複かもしれない、 

 あるいは多剤投薬になってますよといったかたちで通知が行って、薬局に相談してくださいみたいな 

事業をやっております。 

 そういった患者さんが来るようなケースが典型的な例として想定してますけれども、 

 そうした場合に、薬局のほうでですね、さまざまな要件で、 

重複投薬されたものを一元的に把握した上でですね、 

重複投薬の解消に関する提案をした場合の評価ということでございます。 

 それから、吸入薬指導については、特に小児あるいは高齢者の方で、 

なかなかうまく吸えないというような方、患者さんに対してですね、 

 指導をしながら、しっかりした処方をした場合の評価ということ。  

 それから調剤後のフォローアップの評価ということで、薬機法改正とも関係してまいりますけれども、 

 インスリン製剤とか、新たに投与された患者さんの処方の関係など、 

低血糖に注意しなきゃいけない患者さんに対してフォローアップ電話などでフォローアップして、 

 医療機関に必要な情報を提供した場合の点数というのも新設しております。 
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 118 ページ目、薬剤服用歴管理指導料につきましては、 

 現行ではですね、原則６月以内にお薬手帳を持参して、同じ薬局を繰り返して利用した場合は…… 

ございますけれども、 

 これをもう少し、インセンティブの、患者の側のインセンティブの関係から、 

 原則３月以内に短縮するとともに、 

 今、基本料１だけが対象になっていますが、それ以外にも拡大した上で、 

点数、評価自体を引き上げるということになっております。 

  

 それから、かかりつけ薬剤師指導料についても、 

プライバシーへの配慮とか、残薬への対応に関する要件などを見直した上で、 

増点するということでございます。 
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 119 ページ目、今度は対物業務のほうの適正化ということで、 

調剤料の適正化のところでございます。 

  

 書いてございますが、「１～７日分」、 

それから「８～14 日分」と書いてございますけれども、 

 ここの平均点数がですね、併せて参考として書かせていただいてますけれども、 

 ７日目までの所は平均 27点のところを、28 点の定額、 

 それから「８～14日」の所は、平均 61点のところを 55点の定額というかたちで、 

ここは点数をフラットにする。 

 

 さらに「15～21日」「22～30日」の所も、 

ご覧のとおり、若干点数を引き下げているということでございます。 
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 120 ページ目、「処方箋の集中率が著しく高い薬局の調剤基本料の見直し」でございますけれども、 

 特定の医療機関からの処方箋の受付割合が 95％を超えて、 

かつ処方箋の受付回数が一定程度ある薬局について見直すということでございまして、 

 

 具体的には基本料２の「新」と書いてある③の所でございます。 

 集中率 95％超で、受付回数が 1,800 回超～2,000 回の所、これを新たに設定します。 

  

 それから、基本料３のイのところで「新」と書いてございますけれども、 

 集中率 95％超で受付回数が月３万 5000 回超～４万回、グループですね、これに該当する所。 

 下に図で書いてございますけれども、 

そこの部分について、調剤基本料３の対象とするということでございます。 
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 121 ページ目、 

「いわゆる同一敷地内薬局の調剤基本料の見直し」ということでございますけれども、 

 

 現行は病院敷地内の薬局のみが対象、11 点となっておりますが、 

 これを診療所敷地内の薬局にも拡大をした上で、点数は引き下げ。 

 さらに処方箋集中率の要件を 95％超から 70％超に拡大するということでございます。 

  

 併せて、現行、調剤基本料についてですけれども、 

 かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない場合も減算と。 

 50％、減算というのがございますが、これが年間合計 10 回未満の場合となってますけども、 

 いわゆる同一敷地内については合計100回未満の場合というかたちで改めるということでございます。 
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 それから 123 ページ目、最後でございますけれども、 

 計画的な訪問薬剤管理指導の対象となっていない、 

 原疾患がある方の場合ですと、現行でも緊急訪問薬剤管理指導料、500 点取れるんですけれども、 

 原疾患がある方でない、かたちで、場合、 

 発熱などでですね、緊急に訪問して、薬学的管理指導を行った場合の新たな評価 200 点 

というのを新設します。 

  

 それから、簡易懸濁法を開始する患者さんに対する、さまざまな、家族等への指導ですとか、 

 あるいは処方医への提案とか、そういった必要な支援に関して、 

新たな「経管投薬支援料」というのを新設するということでございます。 

 

 そのほかの後発品の調剤体制加算等については割愛いたします。以上でございます。 
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 あと、最後に別束の症例のやつ（＝資料）も、ちょっと簡単にご説明したいと思います。 

  

 まず入院症例の①、58歳男性、脳梗塞の事例でございまして、 

 今回の改定でやった中身のポイント、実線の囲みで書いておりまして、 

 その下に個別の点数、こういう所を見直したよというのをご紹介しているところでございます。 

  

 この入院症例の①に関しましては、 

先ほど（説明した）、救急の関係の「地域医療体制確保加算」が算定できる医療機関に運ばれた 

という設定にしておりまして。 

  

 今回、要件を緩和しております急性期の脳卒中の加算につきましては、 

 今の 12,000 点から 10,800 点に、少し点数が下がっていると。 

 それ以外に、早期の栄養の介入管理加算とかが算定できるようになりましたとか、 

 医師事務の点数が上がりましたよというところをご説明しているところでございます。 
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 トータルとしましては、２コマ目を見ていただきますと、 

こういった点数設定になるであろうというようなかたちをご紹介しているところでございます。 
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 おめくりいただきまして、次の外来症例の①でございますが、 

 こちらは 56 歳男性の肺がんの外来化学療法を念頭に置いた事例になっております。 

  

 今回は、外来化学療法の連携の評価関係と、 

 あとは外来における栄養食事指導料の評価、 

 さらには療養と就労の両立支援に関しましては、 

算定のルールを見直したというところの点数設計にしておりまして。 
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 ４ページを見ていただきますと、 

 前回改定におきましては、この療養の両立支援が 1,000 点１回きりといったところでございますが、 

 右にいっていただきますと、 

今回は初回の 800 点と２回目以降の 400 点というものを設定しておりますので、 

 必要となった時期の早い段階で複数回の利用ができると。 

 

 さらに、相談支援加算ということで、コーディネーターのような方がいた場合に、 

 その人が同席した場合の加算というものも設けているところでございます。 

  

 あとは栄養指導の点数と、 

 外来化学療法で体制が充実した場合の連携充実加算というものを設定しております。 

  

 その連携先としまして、薬局のほうにおきましても、特定薬剤管理指導加算というもので、 

 病院と医療機関の連携を評価した点数設計にしているところでございます。 
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 さらに５ページにいきますと、透析の点数のご紹介。 

 あ……。 

 

 失礼しました。４コマ目に戻っていただきまして、点数の間違いがございまして、 

  

 一番下の右で、まず「計」のところが 10,964 点のところが正しくは 11,414（点）。 

 繰り返しますが、10964 が 11414、 

 併せて自己負担額も 32970 が 34242。32970 が 34242 に訂正をお願いいたします。失礼いたしました。 
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 ５コマ目が、透析の患者さんのご紹介になりますが、 

 今回、念頭に置いておりますのは、透析に至る前の段階からの相談体制を充実して、 

 ご本人に、今後どうなっていくのか、 

 さらには治療法の選択等々も含めまして、 

 医師と適切に相談いただくことということを想定しておりまして。 

  

 特にポイントといたしましては、点線の囲みにありますが、 

 腎代替療法の指導管理料として、 

患者さんの意向に沿った治療に移行しやすくなるよう丁寧に説明するための評価を設けております。 

  

 また、導入時の造設する点数に関しましては適正化を行っていること。 

 あと、人工腎臓の点数等々におきましても、バイオ後続品の使用等々を見込みまして、 

 薬剤の評価を入れて適正化を行っているという状況でございます。 
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 それらを盛り込んだのが６コマ目の点数になっているところでございますが、 

 縷々、点数、評価が変わっているところでございますが、 

 一番下の最後を見ていただきますと、 

 自己負担額ということにおきましては、 

その他の制度もございますので、変更はないというところでございます。 
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 次、７ページでございます。 

 ７ページにいきますと、生活習慣病、外来の患者さんの症例でございますが、 

 今回の見直しにおきましては、日常的に生活習慣病を診ていただいている所と、 

 眼科等々の合併症の診療科との連携を評価する観点で制度設計を行っておりまして。 
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 具体的に、８コマ目にいっていただきますと、 

 かかりつけの先生の所から眼科を紹介したときの診療情報提供（Ⅰ）の算定と、 

 眼科のほうから紹介に対しまして返信した場合の診療情報提供料（Ⅲ）の算定ができるというところ。 

  

 また薬局におきまして、 

糖尿病の治療薬の処方の内容等が変わった場合のフォローアップの点数として、 

 「調剤後薬剤管理指導加算」というものが算定できるようになりましたというところでございます。 

  

 自己負担額、大きく変わったように見えますが、 

 眼科受診等に伴う部分がありますし、情報提供料の算定もありますので、 

 ちょっとまあ、大きくなったように見えますが、 

 ベーシックに内科でかかっているところは大きく変わっているわけではない 

という制度設計でございます。 
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 続きまして、９ページがオンラインの慢性頭痛の外来の受診のケースでございまして、 

 こちらにつきましては対象が慢性頭痛に広がったということに伴って、 

 オンライン診療、オンライン服薬指導を受けた場合というと、 

 だいたい、こんな感じになるんじゃないかなというのをご紹介しているところでございます。 
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 次、歯科についての症例です。 

 外来症例の⑤ですけれども、歯周病の長期管理症例をお示ししております。 

 今年から新たに評価として、さらに充実させると、 

先ほどもご説明させていただきました院内感染防止対策ということで、 

 こちらの届出を行っている医療機関で、 

 点線の中身ですけれども、初・再診料が新たな評価になるということ。 

  

 また、２つ目のポツとして、歯科疾患管理料について長期管理加算が新たに追加になるということ。 

  

 ３つ目ですけれども、軽度な歯周炎についても、包括的な治療が受けられるようになるということ。 

  

 大きく３点の変更になっておりまして。 
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 めくっていただきまして 11 枚目ですけれども、 

 窓口負担につきましては、 

自己負担額として 1,674 円から、例えば 1,659 円ということで、 

事例としてお示しをさせていただいております。 
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 最後、12コマ目で在宅の症例を挙げております。 

 

 在宅で気管カニューレ等が入っていて、定期的な喀痰吸引が必要な方でも学校にも行っている 

というような方を想定しているところでございます。 

  

 訪問看護自体の点数が変わっているわけではございませんが、 

 まず、この児童さん、通っている学校の学校医に対しまして、 

主治医からの情報提供が行われた場合の評価、 

 

 さらには、現行、１回しか取れなかった訪問看護の情報提供療養費に関しましても、 

 算定できる回数を、少し見直させていただいたということで、 

 関係者からの情報共有が進むようにという見直しを行っているところで。 
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 その分、13 コマ目で少し合計額が変更になっているという状況でございます。 

 簡単ではございますが、以上です。 
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 はい。それでは、これから質問等をお受けしたいと思います。 

質問等ある場合は、挙手の上で社名を言っていただければと思います。 

 

 すいません、まず最初に幹事から２点伺ったあとですね、 

各社さんに個別の項目について伺えればと思います。 

 週刊社会保障の高木と申します。 

 幹事からということで、大きめの質問をですね、課長に伺いたいんですけれども。 

 個別項目について、今、ご説明いただきましたけれども、 

 今回のですね、改定に込められた思いですとか、 

 あるいは「セールスポイント」と言うと、ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、 

そのあたりのですね、ところから伺いたいと思います。 

 

 すいません。あの……。 

 やっと、ほっとしてるというぐらいが一番の思いなので、 

 ちょっとあの……。 

 込められたかどうかはあれですけど。（笑い） 

  

 今回、大きな課題であった働き方に、どう報酬で、 

 何と言いましょうか、考えるのかというところについて、 

 一定の方向性が出たということが、１つ、大きいことだというふうに思っております。 

  

 従来から、医療従事者の負担軽減というのをいろいろやってきているわけでありますが、 

 今回、まあ、地域医療体制確保加算というかたちでですね、 

 明確なかたちでですね、働き方に対しての診療報酬上の対応というのが、形ができたというのは、 

すごく大きい話だろうというふうに思っています。 

 それが１つ、ステルスではなくて、１つの報酬としての役割はこうなんだ 

というところが見えたというのは、１つ大きいというふうに思っております。 

  

 で、あとは、実際、全体としてですね、 

 まあ、はっきり言うと、新しい新設項目というのは、そんなに数は多くありません、今回。 

 基本的には要件の見直しですとか、 

規制の緩和、効率化といったところを中心として見直しをかけております。 
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 で、それが１つ、あれですね。 

 というのは、いろいろ言われてる複雑化とかですね、なんとかっていうのは、 

いろいろ分かりにくく、どんどんなってるよというようなご意見が 

（支払側委員から）ありましたけれども、 

 基本的には、これまでの報酬の中をですね、いったん総ざらいしたかたちで、 

 医療の実態に沿ったかたちでですね、点数を、 

きちんとやってらっしゃる医療機関についてはしっかり取れるようにというかたちで、 

 全部の、たいがいの要件は見直しをかけております。これが１つ。 

  

 もう１つはですね、「第１ラウンド」でさまざま、議論をさせていただいたことがございます。 

 それを受けてですね、 

今までなかなか手の届かなかった部分に関しては、光を当てながらやってきたということで、 

 １つ、小児の発達障害がありますし、婦人科疾患の話もあります。 

 

 そういうこと。それが全体としてですね、この１年の流れの中で、 

 全体を見渡した上で、足りないところには手当をしますし、 

必要なところには見直しを行ったというふうに考えておるところでございます。 

 

 ありがとうございます。すみません、幹事から、もう１点。 

 中医協、平場ではですね、財源の配分について議論がされないというふうに思っておりますが、 

 どこにどう付けたかというのをお聞きしたいという趣旨ではなくてですね、 

 どういった点にですね、まあ、配慮されながら、お気を配りながらですね、 

 この財源の配分をされたのかという点について伺えればと思います。 

 

 基本的にはですね、今回、改定率には非常に特異的な、 

（消費税財源を活用した救急病院における勤務医の働き方改革への）特例的な対応ということで 

0.08（％）というようなかたちでなったことがあります。 

 当然、これは１つ、今回の加算のほうが生まれた背景ということになりますけれども、 

 

 それ以外にも実際は、 

 これは特に地域医療体制を確保するために必要な財源として、 

この 0.08 の報酬は考えておりますが、 

 それ以外の、要するに、そこの対象となっている医療機関以外についても、 
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 医療従事者の負担軽減を進めなきゃいけないということを考えておりましたので、 

 当然ながら、全体の改定の中から、中小病院も含めてですね、 

しっかりそれぞれの病院が、それぞれの置かれた状況に応じて改善が進むようにということで、 

 医師事務作業補助体制加算ですとか、看護補助ですとか、 

そういうところを中心にですね、点数を、財源等については考えた。 

  

 当然、また、それ以外にも新しい技術ですとか、 

それから、かかりつけ医機能をしっかり考えるという意味でも、 

そこの点については点数を充実させていただいたというふうに考えております。 

 

 ありがとうございました。 

  

 （後略） 
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